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１．報告書の作成趣旨 
本市では、環境の保全と創造についての基本理念を定めた「飯能市環境基本条例」を平成 20年

7 月に施行しました。この条例の理念を実現するために、環境の保全及び創造に関する目標及び

施策の方向などを定めた「飯能市環境基本計画」を策定しています。 

平成 25 年 3 月には「飯能市環境基本計画」（平成 20 年 8 月改訂）の計画期間の終了に合わせ、

「第 2 次飯能市環境基本計画」を策定しました。 

「飯能市環境基本条例」第 10条においては、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された

施策の状況等について報告書を作成し、公表するものとしています。本報告書は、平成 27年度の

主な実施状況等をとりまとめたものです。 

 

 

２．環境基本計画の内容 
 第 2 次飯能市環境基本計画は、平成 25年 3 月に策定し、計画の期間を平成 25年度（2013年度）

から平成 34年度（2022年度）までの 10年間としています。 

 計画では、めざす環境像として「人と自然が共生し 森林文化を育むまち 飯能」を掲げ、その

実現のために、「地球にやさしい循環型のまち」、「自然と共生し、緑と清流を育むまち」、「快適で

健やかな生活ができるまち」、「みんなで学び協働するまち」の 4 つの環境目標を設定しました。

それぞれの環境目標に対し、基本方針を定め、その方針ごとに取り組むべき環境施策を示してい

ます。（体系は 2 ページに掲載のとおりです。） 

 

 

３．報告書の構成 
環境指標の動向・環境施策の実施状況 

 環境基本計画では、設定した 4 つの環境目標に対し、取り組み状況などを把握し、計画の進行

状況を管理するための代表的な項目を「環境指標」と位置づけました。最初に、環境目標ごとに

指標値の動向を示しました。その後に、それぞれの環境目標に対する基本方針に沿って、市が中

心となって行う取り組みとして掲げた環境施策の平成 27 年度の主な実施状況及び平成 34 年度ま

でに目指す方向について、個別に示しています。 

 

資料 公害関係各種調査結果 

 本市の大気、水質、騒音・振動等について、調査・観測の結果得られた数値等を示したもので

す。また、公害関係の相談（苦情）の状況についても掲載しました。 
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〈環境基本計画施策の体系〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎飯能市環境基本条例及び第2次飯能市環境基本計画の詳細については、市役所本庁舎3階

の市政資料コーナーや市ホームページでご覧になれます。 
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環 境 指 標 担当部署 
平成 34年度

までの目標 

平成23年度末 

現在 

平成 27年度末 

現在 

一般廃棄物排出量 廃棄物対策課 24,000ｔ以下 24,089ｔ 24.022ｔ 

資源化率（有用資源物量／全処理量） 廃棄物対策課 34.0％以上 33.6％ 31.8％ 

太陽光発電を利用した公共施設数 関係各課 3 件 0 件 2 件※ 

住宅用太陽光発電システム設置補助

数 
環境緑水課 700件 231件 725件 

公用車への次世代自動車の導入数 管財課 12台 7 台 6 台 

※太陽光発電を利用した公共施設数の詳細（市有施設屋根貸し太陽光発電事業を除く）…市立図書館、山手保育所 

 

šḨ  ⱦ Ḍǵ ̝șǫǖȒŢ  
 

 本市では、飯能市ごみ処理基本計画に基づき、ごみ問題の解決に向けた取組を推進し、ごみ減

量・リサイクル推進説明会を開催して市民参加によるごみ減量の実践活動を推進しています。限

りある資源の有効活用を目的に、資源の循環やごみの減量対策などの廃棄物施策を進めています。 

平成 27 年度は、新しいごみの焼却施設の建設工事に着手しました。平成 27年 8 月より、本体

工事の工場棟の地下掘削工事を行いました。 

飯能市ごみ処理基本計画に基づき、廃棄物減量等推進員説明会や出前講座を開催し、市民参加

によるごみ減量活動の実践を推進しました。ごみの減量化の一環として研究を進めてきた生ごみ

処理箱（キエーロ）について、モニターを募集し、意見交換会を開催しました。 

資源循環に対する意識啓発としては、リユース品販売会を開催しました。その他、マイバッグ

運動を商工会議所や関係部署において連携して実施しました。 

今後も循環型社会の実現を目指し、3Ｒ活動（廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、

再生利用（Recycle））の促進や生ごみの発生抑制の啓発などにより資源の有効利用やごみ減量化

を図ります。 

 

基本施策―１ 資源の循環の推進 
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基本施策―２ ごみの減量化と適正処理 
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基本施策―３ ごみ処理施設の整備と適正管理 
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 私たちのライフスタイルは、石油などの化石燃料の大量消費により、二酸化炭素などの温室効

果ガスを大量に発生させています。現在、問題となっている地球温暖化は、こうした私たちの日々

の活動が大きく関係しており、私たち一人ひとりが温室効果ガス削減に向けて取り組んでいくこ

とが急務になっています。 

市では、再生可能エネルギーの普及を促進するため、昨年度に引き続き、住宅用太陽光発電シ

ステム設置補助事業を実施しました。また、公用車への次世代自動車導入の取組として、電気自

動車の 3 年間無償貸与に応募し、採択され、2 月から利用を開始しました。 

はんのう市民環境会議では、6 月の環境月間において、新たに環境フェスタを開催し、会の取

組や会員である団体、企業の省エネルギー・省資源の取組等を市民へ広く周知しました。 

今後も低炭素社会の実現へ向け、再生可能エネルギーの利活用の促進、普及及び啓発を促進し、

温室効果ガス排出量の削減を図ります。 

 

基本施策―１ 地球温暖化対策の推進 
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基本施策―２ 再生可能エネルギーの利活用 
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基本施策―３ 交通による環境負荷の低減 
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環 境 指 標 担当部署 
平成 34年度

までの目標 

平成23年度

末現在 

平成 27年度末 

現在 

西川材を活用した公共施設数※ 

建築課・観光・エ

コツーリズム推

進課・教育総務課 

72施設 62施設 90施設 

森林体験教室等参加者数 
学校教育課 

農林課 
年 1,800 人 年 1,512 人 年 1,043 人 

景観緑地指定面積 環境緑水課 123ha 99ha 107ha 

緑のトラスト保全地の公有地化面積 環境緑水課 2.6ha 2.4ha 2.4ha 

市民農園の整備数 農林課 5 か所 4 か所 4 か所 

耕作放棄地活用面積 農林課 20ha 0ha 4.1ha  

合併処理浄化槽設置補助件数（累計） 環境緑水課 3,200 基 2,294 基 2,609 基 

公共下水道普及率 下水道課 74.0% 63.9％ 67.1％ 

生物多様性に関する情報の発信 環境緑水課 年 4 回 年 0 回 年 3 回 

※西川材を活用した公共施設数…同じ名称、範囲で 1 施設で数えるのではなく、建物ごとに 1 施設として数える。 

 例）○○小学校で体育館と校舎において西川材を活用した場合、2 施設と数える。 

 

 Ḩ  ὃ   
 

森林資源に恵まれた本市では、飯能市森林整備計画に基づき、森林の循環利用や間伐などの適

正な管理を行うとともに、公共施設における西川材の利用や森林に対する理解の促進を図ってい

ます。 

森林の保全としては、間伐や枝打ちなど森林整備のための作業を定期的に行いました。また、

森林・林業への理解を深めるため、森の番人を派遣した学習林活動や各公民館主催の西川材を使

用した木工教室等のイベントを開催しました。 

林業の振興としては、西川材フェアーの開催や西川材使用住宅補助金の交付、市立小中学校の

耐震工事などにおける西川材の利用、公共施設等への木製ベンチの設置など、西川材の持つ魅力

を広く周知する事業を実施しました。 

今後も、森林の多面的機能を保全するため、健全な森林の育成・維持管理を行い、市民との協

働による森林の保全を促進します。また、林業の振興を図り、地域の木材利用を促進します。 

 

基本施策―１ 森林の保全・活用 
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基本施策―２ 林業の振興 
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 本市では、市街地に隣接している天覧山周辺や吾妻峡、飯能河原周辺河岸緑地等の景観緑地や

緑のトラスト保全地は、身近な自然として市民や来訪者から親しまれています。市民・事業者・

市の協働により、里山の保全に取り組みます。また、農業体験などを通して里山や農業に対する

理解を深めるとともに、地産地消の推進や担い手の育成等の農業の振興施策を推進します。 

里山の保全として、天覧山周辺の里山再生事業として市民・事業者と協働で谷津田の整備作業

を進めました。また、懇話会を定期的に開催し、保全・活用のための情報交換を行いました。さ

らに、景観緑地の指定や緑のトラスト用地取得に向けた交渉や維持管理のための作業を実施しま

した。 

 農業の振興として、特産品を広める取組として耕作放棄地を解消し、作付体験のできる「秋・

冬野菜を育てよう」イベント等を行いました。また、駿河台大学において名栗の特産品を販売し

ました。市立小中学校や保育所給食への地場産野菜の導入を進めたほか、農業体験の機会として、

農業資材を市立小中学校 21 校へ配付しました。 

 今後も、市民共通のかけがえのない財産として里山の保全ならびに農業の振興を推進していき

ます。 

 

基本施策―１ 里山の保全・活用 
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基本施策―２ 農地の保全・活用 
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 入間川、高麗川などの源流を有する本市にとって、清らかな水を守ることは重要な役割となっ

ています。豊かな水源を持つ飯能の魅力向上のため、水辺環境の保全と活用を図ります。 

飯能河原においては、花火大会やビアガーデンアニメイベント等を開催しました。また、水辺

環境保全のため、有料ごみの引き取り、自治会等と連携したクリーンキャンペーンや吾妻峡の河

川パトロール、河川清掃を実施した自治会への補助金の交付などを行いました。 

清流に対する意識啓発としては、水源地探訪や有間ダム・小岩井浄水場等施設見学会の実施、

清流保全啓発ポスターの募集及び展示を行いました。 

 主な生活排水処理対策としては、水洗化促進活動の実施、合併処理浄化槽設置や維持管理に対

する補助金の交付などを実施しました。 

 今後も、生活排水対策を推進し、良好な環境を守るとともに、清流保全に対する意識啓発を図

ります。 

 

基本施策―１ 水辺環境の保全・活用 
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基本施策―２ 生活排水処理対策 
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 本市は、原生的な森林や清らかで変化に富んだ河川など多様な自然環境を有しており、それぞ

れの環境に適応した多様な生物が生息・生育し、国や県のレッドデータブックなどに掲載されて

いる貴重な種もみられます。しかし、近年では、在来生物の減少や外来生物による生態系への影

響が懸念されており、対策が求められています。豊かな自然に棲む多くの生物の生息・生育環境

を守り・育てるための施策を推進します。 

有害鳥獣駆除の実施やアライグマ捕獲従事者資格を取得するための研修会を開催しました。ま

た、環境影響に配慮した道路・公園整備等の工事を実施しました。その他、環境学習として学校

ビオトープの整備や野外体験学習等を行いました。 

今後も本市の豊かな生物多様性を保全していくため、生物の生息・生育状況の把握に努めると

ともに、市民・事業者との協働による生物の生息・生育空間の保全・創出を推進します。 

 

基本施策―１ 生物多様性の保全と回復 
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環 境 指 標 担当部署 
平成 34年度 

までの目標 

平成23年度末

現在 

平成 27年度末 

現在 

大

気

汚

染

物

質

濃

度 

二酸化窒素濃度（１時間値の最高値） 環境緑水課 環境基準 0.04ppm以下 0.052ppm 0.051ppm 

光化学オキシダント濃度 

（１時間値が 0.06ppmを超えた日数） 
環境緑水課 0 日 103日 101日 

浮遊粒子状物質濃度（1 時間値の最高

値） 
環境緑水課 

環境基準 

0.20mg/ｍ3以下 0.142mg/ｍ3 0.093 ㎎/ ㎥ 

河川の水質状況（市内 3 河川 10か所で測定：値は各測定地点の平均値） 

 
pH（水素イオン濃度） 環境緑水課 

環境基準（Ａ類型） 

6.5～8.5 
7.5～8.0 7.4～8.1 

BOD（生物化学的酸素要求量） 環境緑水課 
環境基準（Ａ類型） 

2mg/ℓ以下 
0.5～2.7mg/ℓ 0.5～2.4 ㎎/ ℓ 

 

DO（溶存酸素量） 環境緑水課 
環境基準（Ａ類型） 

7.5mg/ℓ以上 

9.8～11.3 

mg/ℓ 
9.6～11.5 ㎎/ ℓ 

SS（浮遊物質量） 環境緑水課 
環境基準（Ａ類型） 

25mg/ℓ以下 
1～3mg/ℓ 1 ㎎/ ℓ 

大腸菌群数 環境緑水課 
環境基準（Ａ類型） 

1, 000MPN/100mℓ以下 

1,500～11,000 

 MPN/100mℓ 

2,000～19,000 

MPN/100mℓ 

道路交通騒音レベル（市内 10か所で測定） 

 
昼間 環境緑水課 環境基準 70dB以下 65～71dB 65～71dB 

夜間 環境緑水課 環境基準 65dB以下 58～69dB 58～68dB 

道路交通振動レベル（市内 3 か所で測定） 

 

昼間 環境緑水課 

平成 23年度末現在 

の数値を維持 

( 要請限度 65dB以下)  

37～40dB 32～38dB 

夜間 環境緑水課 

平成 23年度末現在 

の数値を維持 

( 要請限度 60dB以下)  

31～34dB 25～33dB 

ダイオキシン類濃度（大気は市内 9 か所、土壌は市内 5 か所で測定） 

 

大気 環境緑水課 

平成 23年度末現在 

の数値を維持 

環境基準 

0.6pg- TEQ/ｍ3以下 

 0.0085～0.022 

pg- TEQ/ｍ3 

0.0058～0.014 

pg- TEQ/㎥ 

土壌 環境緑水課 

平成 23年度末現在 

の数値を維持 

環境基準 

1, 000pg- TEQ/g以下 

0.038～1.4 

pg- TEQ/g 

0.020～2.1 

pg- TEQ/g 

市内の公園、緑地の供用面積 

（都市計画区域内） 
道路公園課 119.35ha 80.39ha 119.02ha 

道路美化活動団体数 道路公園課 26団体 19団体 18団体 

公園美化活動ボランティア団体数 道路公園課 27団体 20団体 23団体 

ṑ  ꜝ β  
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Ḩ  β ὃ   
 
 市民生活に重大な影響を及ぼす公害について、継続的に監視を行い、発生の抑止を図り、身近

な生活環境の保全・創造を推進します。 

具体的には、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭などについて各種調査を継続的に実施し

ています。また、生活環境に関する相談などに対し、随時、現地確認・指導などの対応を行いま

した。 

放射能についても、市内各所における空間放射線量の調査、食品や原水・浄水に含まれる放射

性物質測定調査などを継続して実施しています。学校や保育所で提供する給食についても測定を

実施しています。測定結果については、広報やホームページ、放射線ニュースにおいて公表しま

した。 

今後も、引き続き各種調査を実施し、市民誰もが快適で健やかな生活を送ることができるよう

生活環境の保全・創造を推進します。 

 

基本施策―１ 大気環境の保全 
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基本施策―２ 水質及び土壌の汚染防止 
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基本施策―３ 騒音、振動、悪臭の防止 
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基本施策―４ 放射性物質による環境汚染への対応 
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 本市では、飯能市都市計画マスタープランに基づき、豊かな自然環境に配慮した良好な景観・

住みやすいまちづくりを進めています。また、ごみのポイ捨て防止やペットの飼い方などに対す

るマナーの向上のための施策を推進し、快適な生活空間の創造に努めています。 

 景観の保全としては、地区計画や開発指導要綱に基づいた適切な指導の実施や景観計画の策定

の検討、景観を損なう違法広告物等の監視パトロールや違反広告物の撤去を行いました。ハイキ

ング道の整備や西川材を利用した道標の設置など、自然を生かした景観の創造に努めました。ま

た、地元の西川材を使用したトイレ 2 基を設置しました。 

道路等については、放置自転車の撤去、道路照明灯や反射鏡などの設置、市道の歩道整備など

を実施しました。道路利用者のマナー向上のため、交通安全教室の開催や放置自転車の撤去など

を行いました。 

 災害に対しては、ハザードマップの配布や土砂災害訓練、総合防災訓練などを実施し、自主防

災組織等関係団体と連携した災害対策の強化を図りました。また、防災備蓄倉庫を防災拠点 2 か

所に増設し、備蓄品の購入も行い配備を完了しました。 

 まちの美化の推進については、市民一人ひとりの意識の向上が重要であるため、ごみのポイ捨

て防止や犬猫の飼養に関するマナーアップキャンペーンの実施、広報への啓発記事の掲載や啓発

チラシの配布などを行いました。市民が主体で実施する市民清掃デーにおいては、ごみ袋の配布

等支援を行いました。また、飯能河原では、前年度から引き続きごみの有料引取りを実施しまし

た。不法投棄に関しては、パトロールを強化し、監視とごみの回収を行いました。 

 今後も、誰もが快適に感じる生活空間をつくるため、良好な景観を保全・創造するとともに、

美しいまちづくりを目指します。 

 

基本施策―１ 景観の保全と創造 
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基本施策―２ 公園・緑地の整備とみちづくりの推進 
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基本施策―３ 災害対策の推進 
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基本施策―４ 不法投棄防止対策の推進 
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基本施策―５ まちの美化の推進 
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環 境 指 標 担当部署 
平成34年度までの

目標 

平成23年度末 

現在 

平成２7年度末 

現在 

自然や環境に関する講座等

の開催件数 

関係各課・各地

区 行 政 セ ン タ

ー 

年 25件 年 20件β 年 34件 

エコツアー実施数 
観光・エコツー

リズム推進課 
年 400件 年 105件 年 102件 

はんのう市民環境会議会員

数 
環境緑水課 450人 

388人 

（団体を含む） 

406人 

（団体を含む） 

 

Ḩ  ἶ ̟   
 

 本市では、一人ひとりが環境保全に取組むことを目的とし、豊かな自然を生かした環境教育の

充実を図るため、さまざまな施策に取り組んでいます。 

環境教育・環境学習の推進としては、駿河台大学公開講座や農業体験、公民館主催の環境に関

する講座や体験のほか、学校においては学習林フォ- ラムなどを開催しました。また、浄化センタ

ーでは、施設見学会の受入れを実施しました。クリーンセンターでは、施設の建替えによる見学

会の休止に替わり、学校向け出張授業を行うことで、ごみの減量やリサイクルを広く呼びかけま

した。そのほか、森のようちえんやあけぼの子どもの森公園では、自然に親しむ体験イベントな

どを行いました。また、環境月間に、はんのう市民環境会議主催となる環境フェスタを実施し、

環境に対する意識の高揚を図りました。 

 エコツーリズムの推進については、エコツアー実施団体の新規団体登録の促進に努めました。 

 上記のようなイベントの情報や環境に関する情報等を随時、広報やホームページに掲載し、市

内外へ広く周知するよう努めています。 

環境の保全に関して、基本的事項を調査審議する環境審議会を開催し、環境基本計画等の年次

報告を行い、公表しました。 

今後も、一人ひとりが環境に対する意識を高め、環境問題の解決に向け主体的に行動できるよ

う、環境教育・環境学習を推進し環境に関する情報を広く発信していきます。 

  

基本施策―１ 環境教育・環境学習の推進 
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基本施策―２ 環境情報の収集・発信の充実 
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基本施策―３ エコツーリズムの推進 
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 環境問題を解決していくためには、市民・事業者・市の主体的・積極的な取組が不可欠となり

ます。これらの取組をより効果的に進めるためには、各主体が相互に連携・協働を図りながら、

それぞれの役割を果たしていくことが必要です。 

 市民・事業者・団体への活動支援として、地区別まちづくり推進委員会の活動や自然公園美化

清掃に対する団体への補助、公共施設の貸出しなどを行いました。また、地区別まちづくり推進

委員会やはんのう市民環境会議、天覧山・多峯主山保全活用のための懇話会など各団体と連携し

た環境に関する事業の実施や、情報交換などを密に行いました。 

 また、清流保全啓発ポスターの入選作品を市内公共施設等に展示するなど幅広い啓発活動を行

いました。さらに、近隣自体との情報交換の場を持つなど広域的な連携を図りました。 

 今後も、市民・事業者の環境保全活動への参加拡大を図るとともに、各主体が相互に連携・協

力し、一人ひとりの環境保全への取組を地域全体に広げていく仕組みづくりを進めます。 

 

基本施策―１ 市民・事業者の参加と協働の推進 
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基本施策―２ 広域的な連携の推進 
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飯能市環境基本計画年次報告書 
（平成２７年度実績） 
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299 ה  

昼夜別 

区間数 

     昼   間       夜   間 

達成戸数 全戸数 環境基準達成率 達成戸数 全戸数 環境基準達成率 

  ２ ８３８ ８３８ １００％ ８３８ ８３８ １００％ 

⌐ ╢  

▪ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 の 種 類  
時 間 の 区 分  

該  当  地  域  

昼 間 ( ６ 時 ～ 22 時 )  夜 間 (22 時 ～ ６ 時 )  

Ａ  
５ ５ ｄ Ｂ 以 下  ４ ５ ｄ Ｂ 以 下  

第 １ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、第 ２ 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、第

１ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 ２ 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域  

Ｂ  第 １ 種 住 居 地 域 、第 ２ 種 住 居 地 域 、準 住 居 地 域 、用 途 外  

Ｃ  ６ ０ ｄ Ｂ 以 下  ５ ０ ｄ Ｂ 以 下  近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域   

イ  道 路 に 面 す る 地 域 の 環 境 基 準  

地 域 の 区 分  昼   間  夜   間  

Ａ 地 域 の う ち ２ 車 線 以 上 の 車 線 を 有 す る 地 域  ６ ０ ｄ Ｂ 以 下  ５ ５ ｄ Ｂ 以 下  

Ｂ 地 域 の う ち ２ 車 線 以 上 の 車 線 を 有 す る 地 域  

Ｃ 地 域 の う ち 車 線 を 有 す る 地 域  
６ ５ ｄ Ｂ 以 下  ６ ０ ｄ Ｂ 以 下  

注 ） 車 線 と は 、 １ 縦 列 の 自 動 車 が 安 全 か つ 円 滑 に 走 行 す る た め に 必 要 な 一 定 の 幅 員 を 有 す る 帯 状 の 車 道 部 分 を い う 。  

► ╩ ℮ ⌐ ∆╢ ─  

区    分  昼   間  夜   間  

屋       外  ７ ０ ｄ Ｂ 以 下  ６ ５ ｄ Ｂ 以 下  

注 ） 幹 線 交 通 を 担 う 道 路 と は 、 高 速 自 動 車 国 道 、 一 般 国 道 、 都 道 府 県 道 、 ４ 車 線 以 上 の 市 町 村 道 を い う



 

 

5 



 

6 

2

1441

25

70

33

65

39

36

1333

51

24

11.19

2
32

38
2

11.19

11.19

31

60

141

65

2



 

7 



 

8 

0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002

0.029 0.006 0.009 0.014 0.010 0.015 0.015 0.022 0.039 0.029 0.026 0.016 0.039

0.005 0.002 0.002 0.003 0.001 0.003 0.003 0.008 0.014 0.012 0.005 0.005 0.014

0.009 0.008 0.007 0.009 0.007 0.008 0.007 0.009 0.010 0.009 0.010 0.009 0.009

0.033 0.024 0.028 0.025 0.021 0.025 0.023 0.029 0.043 0.051 0.036 0.028 0.051

0.014 0.012 0.014 0.014 0.011 0.017 0.012 0.014 0.022 0.022 0.017 0.013 0.022

0.011 0.009 0.008 0.009 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.013 0.012 0.010 0.010

0.050 0.028 0.029 0.037 0.022 0.040 0.035 0.042 0.079 0.073 0.056 0.036 0.079

0.017 0.013 0.015 0.017 0.011 0.020 0.014 0.020 0.034 0.034 0.021 0.017 0.034

13 26 17 13 14 7 8 0 0 0 1 2 101

69 188 97 92 75 23 20 0 0 0 1 7 572

0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6

0 5 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12

0.095 0.155 0.12 0.136 0.136 0.08 0.085 0.048 0.042 0.046 0.061 0.068 0.155

0.022 0.026 0.021 0.025 0.021 0.015 0.019 0.017 0.014 0.013 0.015 0.018 0.019

0.089 0.093 0.056 0.077 0.083 0.048 0.072 0.048 0.063 0.049 0.065 0.053 0.093

0.043 0.056 0.037 0.049 0.047 0.025 0.044 0.032 0.036 0.024 0.028 0.033 0.056
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平 成 ２ ７ 年 度  公 害 関 係 苦 情 受 付 状 況 

      

※同じ原因に対する苦情は、１件としています。  

○ 主な苦情  

No. 受 理 日  種 別  地 域  苦     情     内     容     及     び     対     応  

1 27.4.6 そ の 他  岩 沢  
原 因 者 が 生 活 ご み を 敷 地 内 で 溜 め て お り 、 近 隣 住 民 が 迷 惑 し て い る 。 →原 因 者 と 調 整 を 行 い 、 ２ ヶ 月 に １ 回 程 度 、 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に 依 頼 し て 片 づ け る

こ と と な っ た 。  

2 4.27 害 虫  双 柳  隣 の 空 き 家 に 毛 虫 が 大 量 発 生 し て い て 、 自 宅 敷 地 に も 入 っ て く る 。 → 土 地 所 有 者 に 状 況 を 伝 え 、 対 処 し て も ら っ た 。  

3  5.7 害 虫  川 寺  木 に 蜂 が た く さ ん 集 ま っ て い る 。 → 蜜 蜂 が 分 蜂 し て い た 。 蜜 蜂 の 保 護 活 動 を 行 っ て い る 方 に 連 絡 を と り 、 回 収 し て も ら っ た 。  

4 5.18 そ の 他  岩 沢  レ ー ス 鳩 の 放 し 飼 い で 、 フ ン が 洗 濯 物 等 に か か っ て 迷 惑 し て い る 。 → 日 本 鳩 レ ー ス 協 会 か ら 鳩 所 有 者 に ル ー ル を 守 る よ う に 伝 え て も ら う こ と と な っ た 。  

5 5.18 騒 音  栄 町  事 業 所 建 物 新 築 工 事 の 作 業 音 が う る さ い 。 → 特 定 建 設 作 業 に 該 当 す る 作 業 は 行 っ て い な か っ た が 、 近 隣 住 民 に 配 慮 し て 作 業 し て 欲 し い 旨 を 事 業 者 に 伝 え た 。  

6 6.8 大 気 汚 染  原 町  
寺 院 で 野 焼 き を し て お り 、 煙 と 臭 い が す る 。 → 卒 塔 婆 を 焼 却 し て い た が 、 法 令 上 や む を 得 な い 行 為 な の で 、 近 隣 の 迷 惑 に な ら な い よ う に 対 処 し て 欲 し い 旨 の

依 頼 を 行 い 、 了 解 を 得 た 。  

7 7.13 そ の 他  長 沢  
野 良 猫 に エ サ を あ げ て い た ら 増 え て し ま い １ ２ 頭 程 に な っ て し ま っ た 。 → ボ ラ ン テ ィ ア の 協 力 の も と 、 近 隣 住 民 に 配 慮 し た 責 任 あ る 行 動 を 実 施 す る こ と を 指

導 し 、 了 解 を 得 た 。  

8 7.22 悪 臭  茜 台  工 場 か ら 異 臭 が し て く る 。 → 工 場 を 訪 問 し て 改 善 指 導 を 行 い 、 是 正 措 置 を 講 じ て も ら っ た 。  

9 7.22 そ の 他  前 ヶ 貫  隣 家 の 犬 が 夜 に な っ て も 吠 え て い る 。 → 原 因 者 宅 を 訪 問 し 、 近 隣 の 迷 惑 に な ら な い よ う に 注 意 し 、 了 解 を 得 た 。  

10 7.24 騒 音  双 柳  飲 食 店 で 夜 、 生 演 奏 を 行 っ て い る 。 → 深 夜 営 業 等 に つ い て 、 騒 音 規 制 が あ る こ と を 伝 え 、 生 演 奏 の 自 粛 を 促 し た 。  

11 8.10 そ の 他  井 上  
高 麗 川 で 鯉 が ３ ０ 匹 程 度 斃 死 し て い る 。 → 水 質 異 常 は な く 、 飯 能 県 土 整 備 事 務 所 と 合 同 で 回 収 し た 。 コ イ ヘ ル ペ ス も 陰 性 で あ っ た 。 飯 能 警 察 署 の 捜 査 で 、 不

法 投 棄 で あ る と 判 明 し た 。  

12 8.14 害 虫  双 柳  ス ズ メ バ チ の 巣 が 通 学 路 上 に あ る の で 、 駆 除 し て も ら い た い 。 → 土 地 所 有 者 を 調 べ 、 通 知 を 送 付 し 、 土 地 所 有 者 が 後 日 駆 除 し た 。  

13 9.24 大 気 汚 染  芦 苅 場  隣 地 の 事 業 所 が ド ラ ム 缶 で 木 屑 な ど の 廃 材 を 焼 却 し て お り 、 煙 等 で 困 っ て い る 。 → 法 令 違 反 な の で 、 飯 能 警 察 署 と 合 同 で 厳 重 注 意 を 実 施 し た 。  

14 11.20 騒 音  仲 町  ス ナ ッ ク か ら 聞 こ え る カ ラ オ ケ の 音 が う る さ い 。 深 夜 ま で 続 く こ と も あ る 。 → 店 主 に 連 絡 し 、 近 隣 に 配 慮 し て 欲 し い 旨 の 依 頼 を 行 い 、 了 解 を 得 た 。  

15 12.3 電 波 障 害  八 幡 町  マ ン シ ョ ン 工 事 に 伴 い 、 テ レ ビ の 映 り 具 合 が 悪 く な っ て し ま っ た 。 → マ ン シ ョ ン 建 設 業 者 に 伝 え 、 対 処 し て も ら っ た 。  
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１．大気調査  

  調査期日  平成２７年１１月２６日～１２月３日（1 週間サンプリング手法）  

  調査項目  大気中のダイオキシン類２８項目及びコプラナー PCBs１４項目  

  調査方法  ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（平成２０年３月環境省水・大気

環境局）に準拠  

        ※二重測定の実施  …  上記マニュアルに基づき試料採取分析における総合的な信

頼性を確保するため、同一条件で採取した２以上の試料について、同様に分析

し定量下限値以上の濃度の測定対象物質について両者の差が３０％以下である

ことを確認する。本年度においては、精明地区行政センターで実施した。  

  調査結果  ダイオキシン類対策特別措置法の大気に対する環境基準値である  

０ . ６ｐｇ－TEQ／㎥  と比較すると、全地点で基準値以下でした。  

（下表参照）  

 

 調  査  地  点  
毒性換算濃度（  pg－TEQ／㎥  ）  

平成２６年度  平成２７年度  基  準  値  

飯能市役所  ０．０１６  ０．０１４  

０．６  

精 明 地 区 行 政 セ ン タ ー ０．０３５  ０．０１２  

加 治 東 地 区 行 政 セ ン タ ー ０．０５８  ０．０１４  

美杉台小学校  ０．０１７  ０．００８７  

南高麗中学校  ０．０１５  ０．００８３  

吾野中学校  ０．００８２  ０．００５８  

東 吾 野 地 区 行 政 セ ン タ ー ０．００７４  ０．００６４  

原市場中学校  ０．０３７  ０．００７５  

名 栗 地 区 行 政 セ ン タ ー ０．００７１  ０．０１１  
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２．土壌調査  

  調査期日  平成２７年１１月３０日  

  調査項目  土壌のダイオキシン類２８項目及びコプラナーPCBs１４項目  

  調査方法  ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成２１年３月環境省水・大気

環境局）に準拠  

  調査結果  ダイオキシン類対策特別措置法の土壌に対する環境基準値である  

1000ｐｇ－TEQ／ｇと比較すると、全地点で基準値以下でした。  

（下表参照）  

 

調  査  地  点  
毒性換算濃度（  pg－TEQ／ｇ  ）  

平成２６年度  平成２７年度  基  準  値  

精明小学校  ２．４   

１０００  

加治小学校  ０．４７   

飯能第二小学校  ０．００５３   

南高麗中学校  １．９   

名栗あすなろ会館  ０．４７   

飯能第一小学校   ０．０２０  

双柳小学校   ２．１  

美杉台小学校   ０．３８  

東吾野小学校   ０．２６  

原市場中学校   ０．７８  

 

（注）  ・ｐｇ  …  ピコグラム（１ｐｇ＝１兆分の１グラム）  

・TEQ …  毒性等量。ダイオキシン類は多くの異性体が存在し、毒性もそれぞれ異な

るため、最も毒性の強い 2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算

して表していることを示す符号。  

 

   考 察  ○大気調査の結果は法令等（焼却規制）の強化により、全ての調査地点で 0.1ｐ

ｇ－TEQ／ｇ未満の数値となっています。  

        ○土壌調査の調査地点は毎年変更していますが、全て１桁以下の数値となってい

ます。  
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３．ごみ処理施設調査  

  調査期日  平成２７年６月１１日及び７月３０日  

  調査項目  ごみ焼却施設  …  排ガス、焼却灰、飛灰  

        最 終 処 分 場 …  放流水、地下水  

  調査結果  ごみ焼却施設及び最終処分場とも、基準値以下で維持管理されていま  

す。  

 

○クリーンセンター  

調  査  地  点  
毒性換算濃度（ｎｇ－ＴＥＱ／㎥Ｎ  ）  

平成２６年度  平成２７年度  基準値  

排ガス  
１  号  炉  ０．０１８  ０．０８１  

５  
２  号  炉  ０．００４９  ０．０３６  

 毒性換算濃度（ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ）  

焼却灰  
１  号  炉  ０．０００９９  ０．００３５  

３  
２  号  炉  ０．０００５１  ０．０００２７  

飛  灰  
１  号  炉  ０．１１  ０．９７  

２  号  炉  ０．０８０  ０．４２  

測定日：１号炉（排ガス、焼却灰、飛灰）平成２７年７月３０日  

   ２号炉（排ガス、焼却灰、飛灰）平成２７年６月１１日  

 

○最終処分場  

調  査  地  点  
毒性換算濃度（ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ）  

平成２６年度  平成２７年度  基準値  

新最終処分場排水  ０．０００６１  ０．１２  
１０  

旧最終処分場排水  ０．３２  ０．７５  

新 最 終 処 分 場 観 測 井 (下 流 側 )  ０．２６  ０．１６  １  

 測定日：新最終処分場排水        平成２７年６月１８日  

    旧最終処分場排水      平成２７年６月１８日  

     新最終処分場観測井（下流側）平成２７年６月１８日  

 

（注）・ｎｇ…ナノグラム（１ｎｇ＝１０億分の１グラム）  

     ・ｐｇ…ピコグラム（１ｐｇ＝１兆分の１グラム）  

     ・㎥Ｎ…ノルマル立方メートル ０℃、１気圧の状態に換算したガスの量  
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 パトロール員による不法投棄物等の収集状況  

  平成２７年度状況  パトロール日数 ２３７日  収集量 １４，４３０ｋｇ  

 

  

0

5

1 0

1 5

2 0

25

3 0

0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

2 , 5 0 0

3 , 0 0 0

 

 

 

 

主な不法投棄場所（300kg 以上）等  

 収集日  不  法  投  棄  場  所  主  な  投  棄  物  収集量  

１  3/28 吾野  テレビ 、洗 濯機 、ベ ッ ド等  450 ㎏  

２  3/29 南川  
テ レ ビ 、 冷 蔵 庫 、 業 務 用 冷 蔵 庫 、 洗 濯 機

等  
800 ㎏  

 

 

年度別パトロール状況等  

年度  パトロール日数  パトロール員収集量  【参考】不法投棄総量  

２３  １８５日  １４ ,０２０㎏  ３８ ,９２０㎏  

２４  ２２０日  １７ ,２７０㎏  ３７ ,７４０㎏  

２５  ２２２日  ２７ ,３３０㎏  ４３ ,７８０㎏  

２６  ２２９日  １５ ,６７０㎏  ３１ ,４３０㎏  

２７  ２３７日  １４ ,４３０㎏  ２９ ,９００㎏  
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